
海津郡３町合併協議会の調整内容
（協議第３５号） (第 回)提出 (第 回)確認H15. 1.22 5 H15. 4. 3 11

協議第３５号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 協議細目

１ 農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１つの農業委員会を置き、３町の選挙で選任
、 、調整方針（案） された農業委員であった者は 市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し

合併後１年間は引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

２ 選挙による委員の定数は３０人とし、選挙区については、三選挙区とする。

項 目 海津町 平田町 南濃町 備 考

１定数 ２２人 １定数 １９人 1 定数 ２０人

現在の農業委員会委員の ①選挙委員 １５人 ①選挙委員 １５人 ①選挙委員 １６人

定数及び任期 ②選任委員 ７人 ②選任委員 ４人 ②選任委員 ４人

議会推薦 ５人 議会推薦 ３人 議会推薦 ３人

農業協同組合推薦 １人 農業協同組合推薦 １人 農業協同組合推薦 １人

農業共済組合推薦 １人

２任期 ２任期 ２任期

平成14年７月20日から 平成14年７月20日から 平成14年７月20日から

平成17年７月19日まで 平成17年７月19日まで 平成17年７月19日まで

三選挙区

選挙区 第一選挙区 ４人 一選挙区 一選挙区

第二選挙区 ５人

第三選挙区 ６人

区分 選任方法等 定 数 任 期 根拠法令

新市の農業委員会の定数び任期 農業委員会等に関る

新市に１つの委員会 原 則 新たに選挙する 条例で定め ３年 法律第３条第１項、

を置く場合 る数 第７条第１項及び第

１５条第１項

右記の定数を超える 協議により 合併後１年 農業委員会等に関す

特 例 ときは、合併関係市 80を超えず を超えない る法律第３条第１

（合併特例 町村の選挙による委 10を下らな 範囲内で協 項、市町村の合併の

法） 員で互選する い数 議で定める 特例に関する法律第

期間 ８条第１項、第２項



農業委員会の委員の定数及び任期に関する法令

農業委員会等に関する法律（抄）

（設置）

第３条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地（以下「農地」という ）のない市町村には、農業委員会を置かない。。

２ その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令（※１）で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を２以上

に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。

（選挙による委員）

第７条 農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有するが選挙するものとし、その定数は、政令（※２）で定める基準に従い、１０人

から４０人までの間で条例で定める。

２ 前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。

（選挙の単位）

第１０条の２ 農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。

２ 市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、当該農業

委員会の区域を分けて２以上の選挙区（※３）を設けることができる。

３ 前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選挙人の数に比例して、条例で定めなければならない。

４ 第二項の規定により農業委員会の委員の選挙につき選挙区が設けられた場合において、選挙人の所属の選挙区は、その住所による。

（選任による委員）

第１２条 市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。

１ 農林水産省令で定める農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した理事（経営管理委員を置く農業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員）各１人

２ 当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき事項につき学識経験を有する者５人以内

（委員の任期）

第１５条 選挙による委員の任期は、３年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了による一般選挙が農業委員会の委員の任期満了の日前に行われた場合にお

いて、前任の委員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員がすべてなくなつたときはそのなくなつた日の翌

日から、それそれ起算する。

（第２項～第５項 省略）



※１ 農業委員会等に関する法律施行令（抄）

（２以上の農業委員会を置くことができる市町村）

第１条の３ 法第３条第２項の政令で定める市町村は、その区域の面積が２４，０００ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が７，０００ヘクタ

ールを超える市町村とする。

【参 考】

区 分 海津町 平田町 南濃町 合 計 備 考

国土地理院全国都道府県市区町村別面積調

（ ）区域面積（ha） ４，４２１ １，６２９ ５，１８１ １１，２３１ 平成１３年１０月１日現在

（ ）農地面積（ha） １，９７０ ８６４ ８６０ ３，６９４ 東海農政局 平成１２年８月１日現在

２０００年世界農林業センサス

（ ）農家戸数（戸） １，５１６ ８３８ ９３５ ３，２８９ 平成１２年２月１日現在

※２ 農業委員会等に関する法律施行令（抄）

（選挙による委員の定数の基準）

第２条の２ 農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

区 分 定数の基準

（１）その区域内の農地面積が１，３００ヘクタール以下の農業委員会

１ （２）１０アール（北海道にあつては、３０アール）以上の農地につき耕作の業務を営む個人のその区域内における世帯数及び ２０人以下

その面積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人（農地法第２条第７項に規定する農業

生産法人をいう。以下同じ ）の数の合計数（以下「基準農業者数」という ）が１，１００以下の農業委員会。 。

２ １の項及び３の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 ３０人以下

３ その区域内の農地面積が５，０００ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が６，０００を超える農業委員会 ４０人以下

※３ 農業委員会等に関する法律施行令（抄）

（選挙区の基準）

第５条 法第１０条の２第２項の規定により農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を設ける場合には、その分けて設けられるすべての選挙区につき、その

区域内の農地面積が５００ヘクタール以上となるか、又は基準農業者数が６００以上となるようにしなければならない。

【参 考】選挙区を設けている農業委員会及び選挙区数

農業委員会名 岐阜市 羽島市 各務原市 大垣市 美濃加茂市 関 市 中津川市 恵那市 海津町 養老町 八百津町

選 挙 区 数 ９ ３ ３ ５ ３ ３ ３ ３ ３ ５ ２



市町村の合併の特例に関する法律（抄）

（農業委員会の委員の任期等に関する特例)

第８条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の

協議により、新たに設置された合併市町村にあつては、８０を超えず１０を下らない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあって

は、４０を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、

市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を

超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任するものを定めるものとする。

一 新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後１年を超えない範囲で当該協議で定める期間

二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の在任期間

２ 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律第７条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙によ

る委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなつたときには、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。

３ 農業委員会等に関する法律第３条第２項の規定により合併市町村の区域を２以上に分けてその各区域に農業委員会を置く場合又は同法第３５条第１項の規定により地

方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という ）である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律。

第３４条第２項又は第３項の規定の適用がある場合を除いて、前２項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一

部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。

４ 第６条第８項の規定は、第１項の協議について準用する。

（議会の議員の定数に関する特例）

第６条（第１項～第７項省略）

８ 第１項、第２項又は第５項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村長は、直ちにその内

容を告示しなければならない。



先進事例

新市町村名 合併（予定）期日 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い

安 土 市 平成１６年３月３１日 農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１つの農業委員会を置き、３町の選挙で選任された農

（安土町・五個荘 業委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後１年間

町・能登川町) は引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

山 県 市 平成１５年４月１日 農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１つの農業委員会を置き、３町村の農業委員会の選挙

（高富町・伊自良 による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後平

村・美山町） 成１５年９月３０日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

さいたま市 平成１３年５月１日 ３市の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の

規定を適用し、合併後1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

西 東 京 市 平成１３年１月２１日 農業委員会の定数及び任期については、新市に１つの農業委員会を置き、２市の農業委員会の選挙による委

員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後１年間引き

続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

篠 山 市 平成１１年４月１日 農業委員会については合併時に統合するものとし、農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合

併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後１年間引き続き新市の農業委員会の選挙

による委員として在任する。



海津郡３町合併協議会の調整内容
（協議第５１号） (第 回)提出H15.12.8 17

協議第５１号 合併の期日の変更に伴う調整方針の変更について 協議細目

合併の期日の変更に伴い、次に掲げる調整方針について、下記のとおり変更するものとする。

１ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い（平成１５年４月３日第１１回合併協議会確認）の（１）を次のように変

更する。

（１）農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１つの農業委員会を置き、３町の選挙で選

任された農業委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適

用し、平成１７年７月１９日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

２ 地方税の取扱い

地方税の取扱い（平成１４年１２月９日第３回合併協議会確認）の（３）から（６）までを次のように変更する。

調整方針（案） （３）入湯税については、減免措置について調整し、南濃町の例により新市に引き継ぐものとする。ただし、平成

１６年度は、各町の例による。

、（ ） 、 。 、４ 個人町民税の納期については 海津町及び平田町の例により調整するものとする ただし 平成１６年度は

各町の例による。

（５）固定資産税の納期については、５月、７月、１１月及び翌年２月で調整するものとする。また、農村地域工

業等導入促進法に係る特例及び中部圏開発整備法の規定による不均一課税は、平田町及び南濃町の例により調整

する。ただし、平成１６年度の納期及び不均一課税については、各町の例による。

（６）個人町民税及び固定資産税に係る前納報奨金制度については、当面存続するものとし、報奨金の額等は合併

時 ただし、平成１６年度は、各町の例による。までに見直す。



新 旧 対 照 表
新 旧

（農業委員会委員の定数及び任期の取扱い） （農業委員会委員の定数及び任期の取扱い）
（１）農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１ （１）農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１
つの農業委員会を置き、３町の選挙で選任された農業委員 つの農業委員会を置き、３町の選挙で選任された農業委員
であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第 であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第
１項第１号の規定を適用し、平成１７年７月１９日まで引 １項第１号の規定を適用し、合併後１年間、引き続き新市
き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する の農業委員会の選挙による委員として在任する。。
（２ （略） （２ （略）） ）

（地方税の取扱い） （地方税の取扱い）
（１ （略） （１ （略）） ）
（２ （略） （２ （略）） ）
（３）入湯税については、減免措置について調整し、南濃町の例によ （３）入湯税については、減免措置について調整し、南濃町の例によ
り新市に引き継ぐものとする。ただし、平成１６年度は、各町の り新市に引き継ぐものとする。
例による。
（４）個人町民税の納期については、海津町及び平田町の例により調 （４）個人町民税の納期については、海津町及び平田町の例により調
整するものとする。ただし、平成１６年度は、各町の例による。 整するものとする。
（５）固定資産税の納期については、５月、７月、１１月及び翌年２ （５）固定資産税の納期については、５月、７月、１１月及び翌年２
月で調整するものとする。また、農村地域工業等導入促進法に係 月で調整するものとする。また、農村地域工業等導入促進法に係
る特例及び中部圏開発整備法の規定による不均一課税は、平田町 る特例及び中部圏開発整備法の規定による不均一課税は、平田町
及び南濃町の例により調整する。ただし、平成１６年度の納期及 及び南濃町の例により調整する。
び不均一課税については、各町の例による。
（６）個人町民税及び固定資産税に係る前納報奨金制度については、 （６）個人町民税及び固定資産税に係る前納報奨金制度については、
当面存続するものとし、報奨金の額等は合併時 当面存続し、報奨金の額等は合併時までに見直す。までに見直す。
ただし、平成１６年度は、各町の例による。



海津郡３町合併協議会の調整内容
（協議第５１号） (第 回)提出 (第 回)確認H16. 7.28 27 H16. 7.28 28

協議細目協議第５１号 合併の期日の変更に伴う調整方針の変更について

合併の期日の変更に伴い、次に掲げる調整方針について、下記のとおり変更するものとする。

１ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い（平成１５年４月３日第１１回合併協議会確認）の（１）を次のように変

更する。

（１）農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１つの農業委員会を置き、３町の選挙で選任された

農業委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、平成１７年

調整方針（案） ７月１９日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

２ 姉妹都市・国際交流関係事業

姉妹都市・国際交流関係事業（平成１５年２月２０日第７回合併協議会確認）を次のように変更する。

交流事業については、平成１７年度は引き続き実施し、平成１８年度以降については新市において調整する。

(変更理由)
合併期日を平成１７年３月２８日に変更することにより、現農業委員会委員の在任期間が３年を超えることになる
ため、在任期間を現委員の任期満了日までとするものである。
また、合併年度を平成１６年度末とすることにより、年度の記載されている調整方針について、所要の修正を行う
ものである。



新 旧 対 照 表
変更後 現在の調整方針

（農業委員会委員の定数及び任期の取扱い） （農業委員会委員の定数及び任期の取扱い）
（１）農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１つの （１）農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１つの
農業委員会を置き、３町の選挙で選任された農業委員であった 農業委員会を置き、３町の選挙で選任された農業委員であった
者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の 者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の
規定を適用し、平成１７年７月１９日まで引き続き新市の農業 規定を適用し、合併後１年間、引き続き新市の農業委員会の選
委員会の選挙による委員として在任する。 挙による委員として在任する。
（２ （略） （２ （略）） ）

（姉妹都市・国際交流関係事業） （姉妹都市・国際交流関係事業）
交流事業については、平成１７年度は引き続き実施し、平成１８年 交流事業については、１６年度は引き続き実施し、１７年度以降に
度以降については新市において調整する。 ついては新市において調整する。


